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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自発光型の第一の表示手段と、非自発光型の第二の表示手段と、を有し、対物レンズに
よって結像された一次結像被写体像を観察する光学ファインダであって、
　光軸方向において、前記第一の表示手段及び前記第二の表示手段は、前記対物レンズの
一次結像面よりも観察者側に配置されており、
　光軸方向において、前記第一の表示手段は、前記第二の表示手段よりも対物レンズの一
次結像面に近い位置に配置されていることを特徴とする光学ファインダ。
【請求項２】
　前記第一の表示手段は、観察者が選択可能な複数のファインダ視野範囲に相当する光学
ファインダの視野領域の外周部を表示する境界線表示部を有し、前記境界線表示部の外側
に前記第二の表示手段の表示領域が配置されることを特徴とする請求項１に記載の光学フ
ァインダ。
【請求項３】
　前記第二の表示手段は、前記光学ファインダの視野領域の範囲を可変するためにファイ
ンダ視野周辺領域に配置され、被写体光を遮光していることを特徴とする請求項１に記載
の光学ファインダ。
【請求項４】
　前記自発光型の第一の表示手段は、第一の透明基板と第二の透明基板間に配置され、前
記非自発光型の第二の表示手段は、前記第二の透明基板と第三の透明基板間に配置され、
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前記第一の透明基板の厚みは、前記第二の透明基板よりも薄いことを特徴とする請求項１
乃至３の何れか一項に記載の光学ファインダ。
【請求項５】
　前記第二の透明基板は、前記第一の透明基板及び前記第二の透明基板よりも延長された
突出部を有し、前記突出部の前記第一の表示手段側の表面に前記第一の表示手段を駆動す
るための配線パターンを形成し、前記突出部の前記第二の表示手段側の表面に前記第二の
表示手段を駆動するための配線パターンを形成されていることを特徴とする請求項４に記
載の光学ファインダ。
【請求項６】
　前記第一の表示手段は、エレクトロルミネッセンス素子を備え、前記第二の表示手段は
、高分子分散液晶を備えていることを特徴とする請求項１乃至５の何れか一項に記載の光
学ファインダ。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか一項に記載の光学ファインダを有する光学機器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学ファインダに関するものであり、特に、光学ファインダ視野光路中に表
示素子を配置した光学ファインダ及びそれを用いた撮像装置、観察装置、等々の光学機器
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カメラの光学ファインダで表示する情報量を増大させるために、透過率が高く光
学ファインダの被写界像が暗くならない高分子拡散液晶（ＰＮＬＣＤ）からなる表示パネ
ルを撮影レンズの一次結像面であるピント板近傍に配置することが一般的となっている。
【０００３】
　その際、液晶による情報表示部は、基本的には被写界光を遮る黒い表示となっている。
【０００４】
　このように液晶で構成された非自発光型の表示部は、特許文献１のように、ＬＥＤの発
光照明により光らせることが可能であるが、液晶ポリマーによる反射拡散光であるがため
、その発光輝度は低く、撮影環境が暗所においてでしか十分に視認することはできなかっ
た。
【０００５】
　そのため、比較的明るい場所においては、液晶部の発光は確認できず、例えば、黒い服
を着た被写体と黒い液晶の表示部が重なったときは、液晶表示が非常に見づらいという欠
点が液晶表示方式には存在していた。
【０００６】
　特許文献２では、光学ファインダの光路中に自発光型の有機ＥＬ素子と非自発光型の液
晶素子を同時に配置し、液晶素子を被写体側に配置することで、非常に明るい撮影シーン
や、発光色と同色の背景があるシーンでは液晶表示を駆動させて背景を遮光し、有機ＥＬ
素子による撮影可能範囲の表示（実際には非撮影範囲を発光表示する）を見やすくする提
案もなされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平８－３１３９７３号公報
【特許文献２】特開２０００－１８０９３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　しかしながら、特許文献２に開示された技術においては、ファインダ視野周辺領域の非
撮影範囲を有機ＥＬ素子で発光表示するものであり、非撮影領域の広い範囲をまぶしくな
いように淡くむらなく発光させる必要がある。さらには非撮影領域の表示が視認性の高い
、つまり、目立つ発光表示であることには根本的な違和感がある。
【０００９】
　また、有機ＥＬ素子のような自発光型の表示素子による領域表示として、表示したい範
囲の境界を示す線のみを光らせるといった手法もあるが、非撮影領域も撮影領域と同様に
被写体像が見えているので表示の機能としては優れているとは言い難いものである。
【００１０】
　以上のことから、撮影可能範囲表示のように広い面積を表示する用途に関しては、液晶
による遮光表示を行ったほうが、撮影者は実際の撮影領域のみを見ることになるので視認
性の面で優れているのは明らかである。
【００１１】
　また、特許文献２においては、液晶表示素子を有機ＥＬ素子よりも被写体側に配置する
ことが開示されているが、撮影レンズの一次結像面に対して各々の表示素子はいかなる位
置関係にあるべきなのか、とりわけ、オートフォーカス用の焦点検出領域等の表示と被写
体像との見えの差、つまりは、観察者の視度差を考慮すると最適なパネル構成はどうある
べきかと言った問題までは言及されてはいない。
【００１２】
　以上のことから、ファインダ表示においてカメラの撮影可能領域表示を含めた種々の情
報表示のための最適な表示を行うための新しい表示方式が求められている。
【００１３】
　そこで、本発明の目的は、光学ファインダ内に自発光型の表示素子とファインダ光を遮
光する非自発光型の表示素子を同時に配置した際に、光学被写体像と光学機器の状態を表
す各種表示とをファインダ上で同時に見易く観察することが可能な光学ファインダを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明は、自発光型の第一の表示手段と、非自発光型の第
二の表示手段と、を有し、対物レンズによって結像された一次結像被写体像を観察する光
学ファインダであって、
　光軸方向において、前記第一の表示手段及び前記第二の表示手段は、前記対物レンズの
一次結像面よりも観察者側に配置されており、
　光軸方向において、前記第一の表示手段は、前記第二の表示手段よりも対物レンズの一
次結像面に近い位置に配置されていることを特徴とする構成をとることによって、上記問
題を解決することが可能となる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、光学ファインダ内に自発光型の表示素子とファインダ光を遮光する非
自発光型の表示素子を同時に配置した際に、光学被写体像と光学機器の状態を表す各種表
示とをファインダ上で同時に見易く観察することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】表示パネルの説明図である。
【図２】カメラ（撮像装置）の構成概略図である。
【図３】表示パネルの断面拡大説明図である。
【図４】カメラ（撮像装置）の電気ブロック図である。
【図５】光学ファインダ内の表示説明図１である。
【図６】光学ファインダ内の表示説明図２である。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。
【実施例】
【００１８】
　以下、本発明の実施例の形態を図１から図６に基づいて詳細に説明する。なお、図１～
図６において同一の要素部品には同じ番号がふってある。
【００１９】
　図２は、本発明を適用した撮像装置としてのデジタル式一眼レフカメラの概略構成を示
す図である。
【００２０】
　図２において、１０１はＣＰＵ（中央演算処理装置）であり、本カメラの動作はこのＣ
ＰＵ１０１により制御される。１０５は対物レンズとしての撮影レンズであり、被写体光
を撮像素子（撮像手段）であるＣＣＤ１０６上に結像させている。なお、図２に書かれた
撮影レンズ１０５は、便宜的に１枚のレンズ１０５ａで表現しているが、実際には複数の
レンズから成り立っている。
【００２１】
　１２０は、撮影レンズ１０５のＣＣＤ１０６結像面と等価の結像面（一次結像面）に置
かれた焦点検出板（以降、ピント板と称する）であり、被写体像は主ミラー１２３で反射
され、ピント板１２０上に一次結像する。
【００２２】
　撮影者は、この被写体像をペンタプリズム１２４、さらには接眼レンズ群１２１を通じ
て見ることができる、いわゆるＴＴＬ方式の光学ファインダ構成となっている。
【００２３】
　一方、主ミラー１２３は半透過ミラー（ハーフミラー）となっており、主ミラー１２３
を透過した一部の光束はサブミラー１２２を通じて焦点検出手段である焦点検出ユニット
１１９に導かれ、周知の位相差検出方式の焦点検出動作を行う。焦点検出手段は撮影画面
の複数の領域について焦点検出が可能となっている。
【００２４】
　１２５は、複数の受光部からなる測光センサであり、測光レンズ１２６によってピント
板１２０に結像した被写体像を複数の領域に分けた各々の輝度を検出することが可能とな
っている。
【００２５】
　撮影者がレリーズスイッチ１１４（不図示）を押すと、主ミラー１２３は撮影レンズ１
０５の光路外に退避する。一方、撮影レンズ１０５によって集光された被写体光はフォー
カルプレーンシャッタ１３３にてその光量制御がなされ、ＣＣＤ（撮像素子）１０６によ
って被写体像として光電変換処理表示される。その後、撮影済み画像として記録メディア
に記録されるとともに、ＴＦＴ方式カラー液晶である外部表示部１１３に撮影画像の表示
がなされる。
【００２６】
　これが通常の静止画撮影であるが、本カメラはそれ以外にもライブビュー撮影、動画撮
影が可能となっている。
【００２７】
　また、３００は、カメラの状態表示を対物レンズによって結像された一次結像被写体像
を観察するための光学ファインダ内に表示するための表示パネルである。
【００２８】
　この表示パネル３００について、図１、図３および図５を用いて説明する。
【００２９】
　図１（ａ）は表示パネル３００の構成を示した分解斜視図、図１（ｂ）はその断面図で
ある。
【００３０】
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　３０１ａ、３０１ｂ、３０１ｃは、透明なガラスからなる基板であり、各々第一の透明
基板、第二の透明基板、第三の透明基板と称する。第二の透明基板３０１ｂは、その裏面
側にエレクトロルミネッセンス素子（有機ＥＬ素子）が実装されており、第二の透明基板
３０１ｂに対向して第一の透明基板３０１ａで密封されることでエレクトロルミネッセン
ス素子（有機ＥＬ素子）の実装部が保護されている。
【００３１】
　光学ファインダの光軸方向において、被写体側から順に、ピント板１２０、第一の透明
基板３０１ａ、第二の透明基板３０１ｂ、第三の透明基板３０１ｃが配置されている。
【００３２】
　一方、第二の透明基板３０１ｂの表面側はそれに対向する第三の透明基板３０１ｃとの
間に、高分子分散液晶（ＰＮＬＣＤ）が充填されている。
【００３３】
　図３は、図１（ｂ）の表示パネル３００の断面拡大図であり、図５は表示パネル３００
の動作に伴ってカメラの光学ファインダを観察者が視認できる表示内容を示した図である
。これらを用いて表示パネル３００の構造をさらに詳しく説明する。
【００３４】
　図３において、第二の透明基板３０１ｂの裏面には透明電極ＩＴＯ（酸化インジウム錫
合金）による透明な配線パターン３０５ａが構成され、配線パターン３０５ａの陽極部と
陰極部の間には有機ＥＬ材料が積層される。ここで、有機ＥＬ部３０４（第一の表示手段
）に通電がなされると、有機ＥＬ部３０４は発光し、カメラの光学ファインダ上でその発
光を視認することができる。また、陰極部には有機ＥＬ表示部３０４への電子の注入防止
のためにＩＴＯではなく、アルミニウム等の非透過性金属膜を用いても良い。この場合、
有機ＥＬ部３０４が非発光の時に非透過性金属膜はファインダ被写体光を遮光する黒い表
示部となる。
【００３５】
　３０２ａは合成樹脂からなる封止用の接着材であり、第一の透明基板３０１ａと第二の
透明基板３０１ｂ間の空間を密封している。実際の各基板間隔は数十μｍに設定されてお
り、密封空間には、吸湿用の吸着剤がファインダ視野外に配置されている。
【００３６】
　一方、第二の透明基板３０１ｂの表面と、それに対向する第三の透明基板３０１ｃの面
にもＩＴＯからなる透明な配線パターン３０５ｂが構成されている。
【００３７】
　これら透明基板間には高分子分散液晶（ＰＮＬＣＤ）材料が充填されており、そのまま
では表示パネル全体が不透明の状態であるが、第二の透明基板３０１ｂ側の電極と第三の
透明基板３０１ｃ側の電極間に電圧をかけると電荷がかかっている電極領域のみ高分子分
散液晶は透明に変化する。
【００３８】
　例えば、図３では３０３ａ部は上下の電極に通電がなされると常に透明となるが、３０
３ｂ部は片側の電極の通電を切ることができるために、透明、不透明の切換えができる表
示部となる。また、３０２ｂは液晶部密封用の封止剤であり、第二の透明基板３０１ｂ側
の電極と第三の透明基板３０１ｃの間隔は不図示のギャップスペーサにて１０μｍ程度に
維持されている。これが高分子分散液晶部３０３（第二の表示手段）である。
【００３９】
　以上が表示パネル３００の基本構造であるが、実際には多数の配線パターン３０５ａ、
３０５ｂによって表示パターンが構成されている。
【００４０】
　図５は実際にカメラ（撮像装置）の光学ファインダにて観察者が見ることのできるファ
インダ視野内表示を示したものである。図５（ａ）において、中央近傍にある１１箇所の
四角部は、焦点検出ユニット１１９によって検出可能な焦点検出領域を示している。実際
には四角部は焦点検出領域に対応した有機ＥＬ部３０４がその形状を形成しており、被写
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体の合焦位置に応じて点灯、非点灯動作が行われる。
【００４１】
　一方、高分子分散液晶部３０３は、後述するように上下遮光領域３０３ｂと左右遮光領
域３０３ｂ´に電圧がかけられているために遮光状態にはなく、全面透過の状態にある。
よって、ファインダ視野全体が通常、静止画撮像範囲（通常撮影モード、縦横比２：３）
と一致している。
【００４２】
　次に、図５（ｂ）は、ファインダ視野の上下一部の領域が高分子分散液晶によって、透
過、不透過の切換えが可能な上下遮光領域３０３ｂとして設定がなされており、上下遮光
領域３０３ｂへの通電を行わないことで不透過の遮光領域３０３ｂを作り出している。こ
れによって、動画撮影時のカメラの撮像範囲がハイビジョンサイズ（動画撮影モード、縦
横比９：１６）であることをファインダ上で表示することができる。
【００４３】
　さらに、図５（ｂ）の上下遮光領域３０３ｂに加え、左右の一部の領域も高分子分散液
晶によって透過、不透過の切換えが可能な左右遮光領域３０３ｂ´として設定がなされて
いる。図５（ｃ）では、上下遮光領域３０３ｂと左右遮光領域３０３ｂ´を同時に非通電
、つまり不透過状態とすることで、本来の撮像範囲よりも中心近傍領域に撮像範囲を限定
する疑似望遠撮影（クロップ撮影モード、縦横比２：３）に対応したファインダ表示範囲
を表している。
【００４４】
　以上の各種撮影モードは、不図示の撮影モード設定スイッチで設定が可能であり、その
設定に応じて高分子分散液晶が透過、不透過の制御が行われ、遮光領域は、図５（ａ）、
図５（ｂ）、図５（ｃ）のように自動的に切替るようになっている。
【００４５】
　ここで再び、図３に戻って、高分子分散液晶部３０３と有機ＥＬ部３０４を駆動する配
線パターンについて述べる。前述したように高分子分散液晶は、第二の透明基板３０１ｂ
と第三の透明基板３０１ｃに挟まれた空間に充填されている。
【００４６】
　そして、第二の透明基板３０１ｂに施される透明電極ＩＴＯの範囲は、第二の透明基板
３０１ｂ側において、上下遮光領域３０３ｂ、左右遮光領域３０３ｂ´に対応した領域と
各々の遮光領域に繋がる配線が２ラインである。一方、対向する第三の透明基板３０１ｃ
裏面（下面）には全面ベタのＩＴＯ範囲とそこに繋がるＣＯＭの１ライン配線のみが存在
する。
【００４７】
　自発光型の第一の表示手段としての有機ＥＬ部３０４は、第一の透明基板３０１ａと第
二の透明基板間に配置され、非自発光型の第二の表示手段としての高分子分散液晶部３０
３は、第二の透明基板３０１ｂと第三の透明基板間に配置され、第一の透明基板３０１ａ
の厚みは、第二の透明基板３０１ｂよりも薄い。
【００４８】
　以上の配線パターン構成によって高分子分散液晶の各領域の透過、不透過の制御が行え
ることになる。また、上記のごとく、高分子分散液晶部３０３の駆動用のパターン配線は
、対向する２枚の透明基板面に分れているが、封止剤３０２ｂを導電性樹脂とすることで
、第二の透明基板３０１ｂの表面（上面）だけに入力端子を集約させることができる。
【００４９】
　一方、有機ＥＬ部３０４の駆動用の透明電極ＩＴＯの配線パターンは、表示すべき１１
個の焦点検出領域に対応した四角形状のＩＴＯパターンとそれに繋がる１１ラインとＣＯ
Ｍの１ラインを第二の透明基板３０１ｂの裏面（下面）のみに構成することができる。図
３において、第二の透明基板３０１ｂは他の透明基板よりも一方向に突出した形状をして
いることが分かる。
【００５０】



(7) JP 6071215 B2 2017.2.1

10

20

30

40

50

　第二の透明基板３０１ｂは、第一の透明基板３０１ａ及び第二の透明基板３０１ｂより
も延長された突出部を有し、突出部の第一の表示手段側の表面に第一の表示手段を駆動す
るための配線パターンを形成し、突出部の第二の表示手段側の表面に第二の表示手段を駆
動するための配線パターンを形成されている。
【００５１】
　第二の透明基板３０１ｂは、第一の透明基板３０１ａ及び第二の透明基板３０１ｂより
も延長された突出部を有し、突出部の第一の表示手段側の表面に第一の表示手段としての
有機ＥＬ部３０４を駆動するための配線パターンを形成し、突出部の第二の表示手段側の
表面に第二の表示手段としての高分子分散液晶部３０３を駆動するための配線パターンを
形成されている。
【００５２】
　この突出した平面部の表面（上面）に第二の表示手段としての高分子分散液晶部３０３
駆動用の全配線３０５ｂは前記のごとく集約されているので、ここからフレキシブルプリ
ント基板３０６ｂで接続することが可能である。一方、有機ＥＬ部３０４の駆動用配線３
０５ａはもともと全て第二の透明基板３０１ｂ裏面（下面）に集約されているので、同様
にフレキシブルプリント基板３０６ａを接続できる。
【００５３】
　つまり、高分子分散液晶部３０３と有機ＥＬ部３０４の表示を駆動させるには、第二の
透明基板３０１ｂのみに接続された２枚のフレキシブルプリント基板にて駆動信号を送れ
ば良く、基板のとりまわしが楽となり、スペース上も有利となる。さらには、１枚のフレ
キシブルプリント基板から３０６ａ、３０６ｂの２枚の基板に分岐させることも可能であ
る。
【００５４】
　以上、カメラの状態表示をファインダ内に表示するための自発光型の有機ＥＬ部３０４
による自発光表示と、非自発光型の高分子分散液晶部３０３による遮光表示を可能とする
表示パネル３００の説明を行ってきたが、ここで再び図１に戻ると、図１（ａ）、図１（
ｂ）から、表示パネル３００のファインダ光軸の下方（被写体側）には、前述のピント板
１２０が位置していることがわかる。
【００５５】
　ピント板１２０は、撮影レンズ１０５によって一次結像された被写界像が投影されるも
のであるが、実際には、その投影面はピント板上面であるマット面１２０ａとなる。カメ
ラの光学ファインダは、これも前述の通り、接眼レンズ群１２１によって、マット面１２
０ａの像を拡大して見るものである。
【００５６】
　ここでファインダ光軸において、マット面１２０ａに対して、有機ＥＬ部３０４のある
表示面は距離Ｓだけ離れており、高分子分散液晶部３０３のある表示面は距離Ｐだけ離れ
ていることになる。
【００５７】
　理想的には、被写体像と表示像は同じ眼のピント位置にあるのが望ましいが、ピント板
１２０と表示パネル３００が各々別の面にある限り、それは不可能であり、極力その距離
を近づけて配置すべきである。
【００５８】
　一般的に、レンズの焦点位置から像までの距離の間にはニュートンの結像公式が成り立
つ。レンズの焦点位置を起点にしてレンズに近づく方向に物を置けば光線は実像を結ばず
虚像となり、前述のとおり光学ファインダはこの状態で１ｍ先に虚像を結んだ状態を視度
－１ｄｐｔであると定義している。
【００５９】
　これから、光学ファインダの視度は
ｄ＝－１０００／（ｆ２／ｘ　－ｆ）　　　・・・（１）
にて求めることができる。
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【００６０】
　上式において、ｘ（ｍｍ）は接眼レンズの物体側焦点位置から物体までの距離であり、
上記表示パネル３００の場合、物体側焦点位置から各表示面までの距離となる。ｆ（ｍｍ
）は接眼レンズの焦点距離である。
【００６１】
　ここで、撮影レンズ１０５の一次結像面であるピント板１２０の位置は、（１）式より
、接眼レンズ群１２０の（合成）焦点距離ｆを７０ｍｍ、設計中心視度ｄを－１．０ｄｐ
ｔとしてｘを求めると、４．６ｍｍを得る。つまり、接眼レンズの焦点位置から４．６ｍ
ｍ離して撮影者眼側にピント板１２０マット面１２０ａを配置すると、ファインダ視度－
１．００ｄｐｔを得ることができる。
【００６２】
　一方、３枚の透明基板３０１ａ、３０１ｂ、３０１ｃの基板厚みを各０．７ｍｍ、ピン
ト板１２０のマット面１２０ａと表示パネル３００表面との間隔を０．３ｍｍとすると、
マット面１２０ａと有機ＥＬ部３０４面までの距離（図１（ｂ）のＳに相当）は１．２ｍ
ｍとなる。
【００６３】
　また、同様に高分子分散液晶部３０３面までは（図１（ｂ）のＰに相当）は１．９ｍｍ
となる。これらを上記（１）式に当てはめ、各表示面の視度を計算すると、有機ＥＬ部３
０４は－１．２４ｄｐｔ、高分子分散液晶部３０３は、－１．４１ｄｐｔとなる。被写体
距離と視度（ｄｐｔ）は逆数の関係にあるので、これらを言いかえると、１ｍ先にある被
写体像（ピント板上の像）を観察していて、焦点検出領域の状態表示である有機ＥＬ表示
は０．８１ｍ、撮影可能範囲を示す遮光領域を表示する高分子分散液晶表示は０．７１ｍ
先に見えることになり、撮影者はその表示像に対して眼のピントを合わせることになる。
【００６４】
　つまり、ピント板１２０に対して有機ＥＬ部３０４を高分子分散液晶部３０３よりも近
くなるように表示パネル３００を構成したので、ピント板１２０上の被写体像に眼のピン
トを合わせれば、有機ＥＬ表示は高分子分散液晶表示よりも眼のピントずれ量が少ないた
め、ピントのずれ自体が気にならなくなる。さらには意識してピント合せをする必要性が
ないため、眼の非労が少ないという効果もある。
【００６５】
　有機ＥＬ部３０４で表示される焦点検出領域の状態表示は、ファインダ視野の中央近傍
に位置し、被写体像との位置関係が非常に重要となる表示であって、ここで述べている視
度のずれは最も小さくしたい表示である。それに対して、高分子分散液晶部３０３の表示
である撮影可能範囲を示す遮光領域の表示は、視野の外周部にあり、撮影の際も注視する
ことが少ない表示であり、比較的視度のずれに関しては容認できると考えて良い。
【００６６】
　以上の理由より有機ＥＬ部３０４の表示面は、高分子分散液晶部３０３表示面よりも、
ピント板１２０に近い位置に配置してある。
【００６７】
　上記説明では、表示パネル３００を構成する３枚の透明基板３０１ａ、３０１ｂ、３０
１ｃの厚みをいずれも０．７ｍｍとしたが、有機ＥＬ表示部の保護部材である第一の透明
基板３０１ａの厚みを極力薄く、例えば０．３ｍｍ等とするのが各表示部の視度を被写体
の視度に近付けるのに最も有効である。第二の透明基板３０１ｂはその表裏面にＩＴＯパ
ターンを蒸着等で形成するためにある程度の強度、耐変形性が必要になるため薄型化が困
難である。
【００６８】
　また、この第一の透明基板３０１ａの厚みのみを０．３ｍｍにした場合、上記説明と同
様の計算を行うと、ピント板上の像が１ｍ先にある場合、有機ＥＬ表示は０．８７ｍ、高
分子分散液晶表示は０．７６ｍ先に見えることとなり、さらに見易いファインダ状態表示
を実現することが可能となる。
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【００６９】
　（変形例）
　図６は、遮光表示用の高分子分散液晶部３０３の表示が暗い撮影条件では見えづらいと
いう問題に対応するために、焦点検出領域のみであった有機ＥＬ部３０４の表示は、観察
者が選択可能な複数のファインダ視野範囲に相当する光学ファインダの視野領域の外周部
を表示する境界線表示部を新たに加えたものになっている。
【００７０】
　第二の表示手段としての高分子分散液晶部３０３は、光学ファインダの視野領域の範囲
を可変するためにファインダ視野周辺領域に配置され、被写体光を遮光している。
【００７１】
　従って、暗い撮影シーンにおいては、高分子分散液晶による遮光表示に加えて有機ＥＬ
の境界線表示部発光が遮光領域と撮影領域の境界線となって撮影領域を表示することがで
きるようになる。ここでも表示パネル３００の構成は、高分子分散液晶部３０３よりも有
機ＥＬ表示部３０４がピント板１２０の近くに配置されている。
【００７２】
　従って、有機ＥＬ部３０４の境界線表示部と高分子分散液晶部３０３の遮光領域端の位
置を同じ寸法にして配置すると、観察者がファインダ上で眼を振ると遮光領域の端におい
て有機ＥＬの境界線表示部が液晶の遮光領域と離れたり、重なったりするため、明るく見
えたり、暗く見えたりしてしまう。
【００７３】
　そこで、図６のように、有機ＥＬの境界線表示部３０７（横ライン）、境界線表示部３
０７´（縦ライン）は、正確に撮影領域境界を表す位置に配置され、高分子分散液晶表示
の遮光領域３０３ｂ（上下遮光領域）、３０３ｂ´（左右遮光領域）は、有機ＥＬの境界
線表示部の（ファインダ画面中心から見て）外側に位置する寸法に配置してある。
【００７４】
　高分子分散液晶表示の遮光領域の端の位置寸法に関しては、接眼レンズ群１２１を覗く
観察者の眼の想定位置から有機ＥＬの境界線表示部位置までを光線追跡し、その光線より
も外側に位置するように設定すれば良い。光線追跡自体は定常的な計算なのでここではそ
の数値は省略する。
【００７５】
　以上の表示領域の設定により、有機ＥＬの境界線表示部は、高分子分散液晶表示によっ
て隠されることはなくなり、有機ＥＬ表示による視度ズレの少ない正確な撮影領域表示と
、液晶による被写体像の遮光により撮影領域が制限されていることを暗い撮影環境下でも
明確に表現することが可能となる。
【００７６】
　図４は、本発明の実施例によるデジタル式一眼レフカメラの概略構成を示す電気ブロッ
ク図である。図４において、１０１は前述のＣＰＵ（中央演算処理装置）であり、その内
部には不揮発性メモリであるＥＥＰＲＯＭ１０１ａが構成されている。
【００７７】
　また、ＣＰＵ１０１には、制御プログラムを記憶しているＲＯＭ（リードオンリーメモ
リ）１０２、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）１０３、データ格納手段１０４、画像処
理部１０８、表示制御部１１１、レリーズＳＷ１１４、電源を供給するためのＤＣ／ＤＣ
コンバータ１１７がそれぞれ接続され、画像処理部１０８にはＣＣＤ制御部１０７、さら
にＣＣＤ１０６が接続されている。ＣＣＤ１０６は有効画素数約１０００万画素（３８８
８×２５９２画素）を有している。
【００７８】
　カメラ外装背面部、ファインダ内にそれぞれ設けられた外部表示部１１３はＣＣＤ１０
６にて撮像された画像を縦横各々間引き処理された画像を表示することのできるＴＦＴ方
式カラー液晶である。
【００７９】
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　画像表示制御部１１１は、ＣＣＤ１０６にて撮像された静止画像、動画像の外部表示部
１１３への表示の駆動を行っている。またＤＣ／ＤＣコンバータ１１７には電池１１６か
ら電源が供給されている。
【００８０】
　ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２内の制御プログラムに基づいて各種制御を行う。これら
の制御の中には、画像処理部１０８から出力された撮影画像信号を読み込み、ＲＡＭ１０
３へ転送を行う処理、同様にＲＡＭ１０３より画像表示制御部１１１へデータを転送する
処理、また、画像データをＪＰＥＧ圧縮し、ファイル形式でデータ格納手段１０４へ格納
する処理がある。動画データの場合も同様な処理を経て、ＭＯＶ形式のファイルに圧縮さ
れ、データ格納手段１０４へ格納される。
【００８１】
　さらに、ＣＰＵ１０１は、ＣＣＤ１０６、ＣＣＤ制御部１０７、画像処理部１０８、画
像表示制御部１１１などに対してデータ取り込み画素数やデジタル画像処理の変更指示を
行う。
【００８２】
　１１９は前述の焦点検出用の一対のラインＣＣＤセンサを含んだ焦点検出制御部であり
、ラインセンサから得た電圧をＡ／Ｄ変換し、ＣＰＵに送る。また、ＣＰＵ１０１の指示
のもとに、焦点検出制御部１１９はラインセンサの蓄積時間とＡＧＣ（オートゲインコン
トロール）の制御も行う。
【００８３】
　また、レリーズスイッチ１１４の操作に伴う撮影動作の指示、各素子への電源の供給を
コントロールするための制御信号をＤＣ／ＤＣコンバータ１１７に対して出力する等の様
々な処理もＣＰＵ１０１の制御の基に行われている。
【００８４】
　ＲＡＭ１０３は、画像展開エリア１０３ａ、ワークエリア１０３ｂ、ＶＲＡＭ１０３ｃ
、一時退避エリア１０３ｄを備えている。画像展開エリア１０３ａは、画像処理部１０８
より送られてきた撮影画像（ＹＵＶデジタル信号）やデータ格納手段１０４から読み出さ
れたＪＰＥＧ圧縮画像データを一時的に格納するためのテンポラリバッファとして、また
は画像圧縮処理、解凍処理のための画像専用ワークエリアとして使用される。
【００８５】
　ワークエリア１０３ｂは各種プログラムのためのワークエリアである。ＶＲＡＭ１０３
ｃは表示部１１３へ表示する表示データを格納するＶＲＡＭとして使用される。また、一
時退避エリア１０３ｄは各種データを一時退避させるためのエリアである。
【００８６】
　データ格納手段１０４は、ＣＰＵ１０１によりＪＰＥＧ圧縮された撮影画像データ、あ
るいはＭＯＶ形式動画像データをファイル形式で格納しておくためのフラッシュメモリで
ある。ＣＣＤ１０６は、ＣＰＵ１０１からの解像度変換指示に従って、水平方向および垂
直方向の間引き画素データの出力が可能である。
【００８７】
　ＣＣＤ制御部１０７は、ＣＣＤ１０６に転送クロック信号やシャッタ信号を供給するた
めのタイミングジェネレータ、ＣＣＤ出力信号のノイズ除去、ゲイン処理を行うための回
路、さらに、アナログ信号を１０ビットデジタル信号に変換するためのＡ／Ｄ変換回路を
有しており、さらには外部表示部１１３にライブビュー表示、および動画撮影を行うため
に、ＣＰＵ１０１からの解像度変換指示に従って、画素間引き処理を行うための回路等を
含んでいる。
【００８８】
　また、画像処理部１０８は、ＣＣＤ制御部１０７より出力された１０ビットデジタル信
号をガンマ変換、色空間変換、また、ホワイトバランス、ＡＥ、フラッシュ補正等の画像
処理を行い、ＹＵＶ（４：２：２）フォーマットの８ビットデジタル信号出力を行うもの
である。



(11) JP 6071215 B2 2017.2.1

10

20

30

40

50

【００８９】
　これら撮影レンズ１０５、ＣＣＤ１０６、ＣＣＤ制御部１０７、画像処理部１０８から
撮像手段が構成されている。
【００９０】
　画像表示制御部１１１は、画像処理部１０８から転送されたＹＵＶデジタル画像データ
、あるいはデータ格納手段１０４の画像ファイルに対してＪＰＥＧの解凍を行ったＹＵＶ
デジタル画像データを受け取り、ＲＧＢデジタル信号へ変換した後、外部表示部１１３へ
出力する処理を行う。
【００９１】
　表示制御部１３３は、前述した表示パネル３００の１１箇所の有機ＥＬ部３０４の発光
を焦点検出動作に応じて制御する。さらには、高分子分散液晶３０３の遮光可能領域（３
０３ｂ、３０３ｂ´）の表示、非表示を、カメラに設定された撮影モードである静止画撮
影、動画撮影、クロップ撮影モードに応じて制御する。また、表示制御部１３３は、通常
のカメラのシャッタ秒時（ＴＶ値）、撮影レンズ１０５の絞り制御値（ＡＶ値）等の表示
不図示のファインダ画面外（下部）に配置された液晶パネルからなる内部表示部１２９の
制御も行う。
【００９２】
　レリーズスイッチ１１４は、撮影動作の開始を指示するためのものである。このレリー
ズスイッチ１１４は不図示のカメラ操作部材であるレリーズボタンの押下圧によって２段
階のスイッチポジションを有しており、１段目のポジション（ＳＷ１　ＯＮ）の検出で、
ホワイトバランス、測光等のカメラ設定のロック動作が行われ、２段目のポジション（Ｓ
Ｗ２　ＯＮ）の検出で、被写体画像信号の取り込み動作が行われる。
【００９３】
　測光制御部１３２は、ＣＰＵ１０１の指示に従って、ＣＣＤからなる測光センサ１２５
を駆動制御し、被写体輝度信号を取り込み、ＣＰＵ１０１にデータを送る。
【００９４】
　ＣＰＵ１０１は、これらの情報に基づいてカメラの最適露出演算を行い、カメラのシャ
ッタスピード、撮影レンズの絞りを最適に制御することでカメラは最適な露光を得ること
ができる。また、１１６はリチャージャブルの２次電池あるいは乾電池であり、ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータ１１７は、電池１１６からの電源供給を受け、昇圧、レギュレーションを行
うことにより複数の電源を作り出し、ＣＰＵ１０１を初めとする各素子に必要な電圧の電
源を供給している。このＤＣ／ＤＣコンバータ１１７は、ＣＰＵ１０１からの制御信号に
より、各々の電圧供給の開始、停止を制御できるようになっている。
【００９５】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されるものではない。
【００９６】
　本実施形態はデジタル式一眼レフカメラの光学ファインダにおける状態表示についての
説明となっているが、例えば、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡のように、対物レンズによって一
次結像した被写体像を接眼レンズにて拡大して観察する他の光学機器、観察装置において
も、対物レンズの一次結像面に本発明の表示パネルを配置することによって見易い光学機
器の状態表示が実現可能であり、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【符号の説明】
【００９７】
　１０１　ＣＰＵ
　１０５　撮影レンズ
　１２０　ピント板（焦点検出板）
　１２１　接眼レンズ群
　１２３　主ミラー
　１２４　ペンタプリズム
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　１３０　測光センサ
　３００　表示パネル
　３０１　透明基板
　３０３　高分子分散液晶部（ＰＮＬＣＤ部）
　３０４　有機ＥＬ部
　３０５　透明電極（ＩＴＯ）
　３０６　フレキシブルプリント基板

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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